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	整理番号　第　　　号

	令和　　年　　月　　日
（あて先）福　岡　市　長

　　　（中央区総務課）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
警固公園安全安心センター 一時利用許可 申請書
下記のとおり、警固公園安全安心センターの一時利用の許可を申請します。

なお、利用に際しては、裏面記載の遵守事項をはじめ、警固公園安全安心センター設置運営要綱を守り、同要綱に基づく市職員の指示に従うとともに、借り受けた鍵については責任を持って管理します。


	団体名
	（フリガナ）

	
	

	代表者
	住　所
	（〒　　　－　　　　）

	
	
	

	
	氏　名
	（フリガナ）


	
	
	

	
	
	（生年月日　　　年　　　月　　　日）

	
	電話番号
	（自宅）　　　　－　　　　－

（携帯）　　　　－　　　　－

	
	E－ｍail
	

	団体の人数
	　　　　　　　　　名

	団 体 の

活動内容
	

	最初の

利用日時
	令和　　年　　月　　日（　　　）　　時　　分 ～ 　　時　　分

	登録期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日（１年以内の期間）

	利用の内容
	

	備　　考
	

	次項確認欄
	次項の遵守事項を確認し、署名又は記名押印　　　　　　　　　　　　　　　


※申請団体が法人である場合は、役員名簿（別紙）を併せて提出してください。

※この申請書により収集した個人情報は、この許可からの暴力団排除のため福岡県警察への照会確認のために使用します。
※この申請書は、郵送、Ｅメール又は持参により中央区総務課まで提出してください。
利用者の遵守事項、損害賠償

(1) 火気を使用しないこと。
(2) 調理（電子調理器での調理を含む。）を行わないこと。

(3) 喫煙及び飲酒をしないこと。

(4) ごみが発生した場合は、各自で持ち帰ること。

(5) 退出前に清掃（トイレを含む。）を行い、退出時は確実に施錠すること。

(6) 使用後は確実に消灯し、空調機の電源が切れていることを確認すること。

(7) 節電及び節水に努めること。
(8) 大声を出す、騒ぐなど周囲に迷惑をかける行為をしないこと。

(9) 建物、設備及び備品の異常を知ったときは、市職員に報告すること。

(10) 他の利用団体が保管する物品を使用しないこと。
(11) 物品販売や営業のための宣伝など警固公園内において禁止されている行為をしないこと。
(12) その他、市職員が指示した事項に従うこと。
建物、設備、及び備品の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、原状回復していただくか損害賠償を請求します。
鍵の借り受けた者の遵守事項（要綱８条第４項抜粋）
(1) 鍵の管理は、当該団体の代表者若しくは代表者が指定した者が責任を持って行うこと。

(2) 鍵の紛失、盗難、破損に十分注意すること。

(3) 鍵を複製せず、また複製されないよう十分注意すること。

(4) 当該地域団体以外の者に対し、鍵を転貸しないこと。

(5) 鍵の紛失、盗難、破損及び複製を知ったときは、直ちに総務課に報告すること。
※　この施設は、利用団体みなさまの適性な利用、清掃、整理整頓により
維持管理ができています。
上記遵守事項、市職員の指示した事項を守らない場合は、要綱第７条
各項により許可制限をすることがあります。
※　この施設は、利用許可時間中でも市職員が出入りすることがあります。
